
曜日 月・水・金 火・木 土・日
時間 番　　組　　内　　容 番　　組　　内　　容 番　　組　　内　　容

　6：00 (や)介護予防のための筋力トレーニング (か)裁判員制度広報映画『審理』 (う)志賀町の文化財-第２回-
文字放送 文字放送 文字放送

　7：00 (い)小学生ものづくり教室 (ふ)たっだ志賀町 (み)しかチャンニュース
文字放送 文字放送 文字放送

　8：00 (う)志賀町の文化財-第２回- (み)しかチャンニュース (や)介護予防のための筋力トレーニング
文字放送 文字放送 文字放送

　9：00 北國新聞ニュース 北國新聞ニュース (ふ)たっだ志賀町
文字放送

10：00 (か)裁判員制度広報映画『審理』 (や)介護予防のための筋力トレーニング (い)小学生ものづくり教室
文字放送 文字放送 文字放送

11：00 (ふ)たっだ志賀町 (い)小学生ものづくり教室 (う)志賀町の文化財-第２回-
文字放送 文字放送 文字放送

12：00 (み)しかチャンニュース (う)志賀町の文化財-第２回- (か)裁判員制度広報映画『審理』
文字放送 文字放送 文字放送

13：00 北國新聞ニュース 北國新聞ニュース 北國新聞ニュース
14：00 (や)介護予防のための筋力トレーニング (か)裁判員制度広報映画『審理』 (み)しかチャンニュース

文字放送 文字放送 文字放送
14：45 北陸電力志賀原だより 北陸電力志賀原だより 北陸電力志賀原だより
15：00 (い)小学生ものづくり教室 (ふ)たっだ志賀町 (や)介護予防のための筋力トレーニング

文字放送 文字放送 文字放送
16：00 (う)志賀町の文化財-第２回- (み)しかチャンニュース (ふ)たっだ志賀町

文字放送 文字放送 文字放送
17：00 (か)裁判員制度広報映画『審理』 (や)介護予防のための筋力トレーニング (い)小学生ものづくり教室

文字放送 文字放送 文字放送
18：00 (ふ)たっだ志賀町 (い)小学生ものづくり教室 (か)裁判員制度広報映画『審理』

文字放送 文字放送 文字放送
19：00 北陸電力志賀原だより 北陸電力志賀原だより 北陸電力志賀原だより

文字放送 文字放送 文字放送
19：30 北國新聞ニュース 北國新聞ニュース 北國新聞ニュース
20：30 文字放送 文字放送 文字放送
20：45 北陸電力志賀原だより 北陸電力志賀原だより 北陸電力志賀原だより
21：00 (み)しかチャンニュース (う)志賀町の文化財-第２回- 第３回志賀町駅伝競走大会（前編）文字放送 文字放送
22：00 (や)介護予防のための筋力トレーニング (か)裁判員制度広報映画『審理』

第３回志賀町駅伝競走大会（後編）文字放送 文字放送
北陸電力志賀原だより 北陸電力志賀原だより

23：00 (い)小学生ものづくり教室 (ふ)たっだ志賀町 (う)志賀町の文化財-第１回-文字放送 文字放送
24：00 北國新聞ニュース 北國新聞ニュース 北國新聞ニュース
25：00 終了 終了 終了

※都合により、放送内容を一部変更することがあります

3月　しかチャンネル番組ガイド 　(や)：やすらぎテレビ　(か)：かがやきテレビ　(う)：うるおいテレビ　
　(い)：いきおいテレビ　(ふ)：ふれあいテレビ　(み)：みらいテレビ

■ 介護予防のための筋力向上トレーニング
　　介護予防のためのマシンを利用することなく、手軽に
　行える筋力向上トレーニングを紹介します。

■ 小学生ものづくり教室
　　小学生にものづくりの楽しさを体験してもらうため、
　町内の小学生を対象に「ものづくり教室（ラジオ製作）」
　が行われました。

■ シリーズ志賀の文化財
　　志賀町にある文化財を紹介するシリーズです。
　　第２回は、高爪神社です。

■ 裁判員制度広報映画『審理』
　　裁判員裁判の「審理」をメインに、分かりやすくなっ
た刑事裁判の姿が描かれています。

■ たっだ志賀町『平成21年志賀町成人式』
　　１月 11日に能登ロイヤルホテルで開催された
　成人式の様子をお送りします。



　志賀町文化ホールで志賀中と富来中の２年生
205人が２月６日（金）に立志式を行いました。
　式では、細川町長や戸坂議長、青山教育長が祝
辞を述べ、生徒を代表して志賀中の若狭なごみさ
ん、富来中の向田圭佑君が作文を発表しました。
この後、未来への自分にあてた手紙を生徒全員が
タイムカプセルへ入れました。この手紙は、６年
後の成人式の時に開封されます。
　また、フリーアナウ
ンサーの平山貴人さん
が「もう少しの頑張り
で！」と題して記念講
演を行いました。

　
2

将来への決意を新たに

　２月13日（金）に金沢海上保安部が志賀町沖に漂
流していたコンテナを発見した久木喜久彦さんとコ
ンテナを回収した南建設に感謝状を贈りました。
　県漁協西海支所組合員の久木さんは、４日の朝、
漁場に向かっていた時に浮かんでいるコンテナを見
つけて通報しました。金沢海上保安部が到着する１
時間30分の間、監視し続け、「仲間が漁場へ向かう
し、自分も行きたかったけど、保安部に引き渡すま
では監視しとらなと思ってました」と苦笑いしなが
ら話しました。
　南建設は富来漁港で
作業中に海上保安部か
らコンテナの回収要請
を受けて、迅速に回収
に当たりました。

　２月17日（火）に志賀町役場で自衛隊入隊予定
者激励会が行われました。
　この会には、父兄会志賀支部長、自衛官募集相
談員が入隊予定の新町良成さんを激励しました。
　坪野副町長と自衛隊石川地方連絡部長が励まし
の言葉を述べ、記念品などを贈りました。
新町君は「一生懸命頑張ります」とお礼の言葉を
述べました。

　
者

自衛隊入隊予定者激励会

金沢海上保安庁から久木さんと南建設に感謝状



子育て相談 　☎ 32‒2640  地域子育て支援センター ( 志賀町乳幼児保育園内 )

無
料
法
律
相
談
を
開
催
し
ま
す

総
合
相
談(

無
料)

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
相
談

志
賀
町
要
保
護
児
童
対
策
地
域
協
議
会
だ
よ
り

七
尾
法
律
相
談
セ
ン
タ
ー

聴
覚
障
害
者
の
皆
さ
ん
へ

◆
と　

き　

３
月
30
日
（
月
）

◆
と
こ
ろ　

役
場
本
庁
相
談
室

　
　
　
　
　

午
前
10
時
か
ら
午
後
４
時

◆
相
談
弁
護
士　

國
田
武
二
郎
弁
護

　

士
（
堀
松
出
身
・
名
古
屋
在
住
）

◆
相
談
時
間　

１
人
30
分（
要
予
約
）

◆
募
集
定
員　

９
名
（
予
定
）

※
定
員
に
な
り
次
第
締
め
切
り
ま
す
。

※
申
込
用
紙
は
住
民
課
と
富
来
支
所

　

総
合
窓
口
に
あ
り
ま
す
。

◆
お
問
い
合
わ
せ
先　

住
民
課

☎
32‒

９
１
２
１

町
内
Ｉ
Ｐ
電
話 

８‒

32‒

９
１
２
１

　

総
合
相
談
所
を
町
内
２
カ
所
で
開

設
し
ま
す
。
ど
ち
ら
の
地
域
で
も
相

談
で
き
ま
す
。
お
気
軽
に
お
越
し
く

だ
さ
い
。
※
秘
密
は
厳
守
し
ま
す
。

◆
相
談
員　

行
政
相
談
員
、
人
権
擁

護
委
員
、
民
生
・
児
童
委
員
、
司
法

書
士
が
相
談
に
応
じ
ま
す
。

　
《
志
賀
地
域
》

◆
と　

き　

３
月
13
日(

金
）

　
　
　
　
　

午
前
10
時
〜
午
後
３
時

◆
と
こ
ろ　

志
賀
町
文
化
ホ
ー
ル
２
階

◆
お
問
い
合
わ
せ
先

　

志
賀
町
社
会
福
祉
協
議
会

☎
32‒

１
３
６
３

　
《
富
来
地
域
》

◆
と　

き　

３
月
10
日(
火
）

　
　
　
　
　

午
前
10
時
〜
午
後
３
時

◆
と
こ
ろ　

富
来
行
政
セ
ン
タ
ー
２
階

◆
お
問
い
合
わ
せ
先

　

志
賀
町
社
会
福
祉
協
議
会
富
来
支
所

☎
42‒

２
５
４
５

◆
と　

き　

３
月
18
日
（
水
）

　
　
　
　
　

午
後
２
時
〜
３
時
30
分

◆
と
こ
ろ　

富
来
活
性
化
セ
ン
タ
ー

◆
お
問
い
合
わ
せ
先

　

商
工
観
光
課　
☎
32‒

９
３
４
１

　
町
内
Ｉ
Ｐ
電
話 

８‒

32‒

９
３
４
１

も
の
こ
と
、
貸
付
金
の
こ
と
、
就
職

の
こ
と
な
ど
、
ど
ん
な
こ
と
で
も
お

気
軽
に
相
談
く
だ
さ
い
。

◆
と　

き　

３
月
26
日(

木)

　
　
　
　
　

午
前
10
時
〜
午
後
３
時

　
　
　
　
　

※
毎
月
第
４
木
曜
日　

◆
と
こ
ろ　

役
場
相
談
室

◆
お
問
い
合
わ
せ
先

　

子
育
て
支
援
課 

☎
32‒

９
１
２
２

　
町
内
Ｉ
Ｐ
電
話 

８‒

32‒

９
１
２
２

「
里
親
制
度
を
知
っ
て
い
ま
す
か
」

　

子
ど
も
達
が
健
や
か
に
成
長
し
て

い
く
た
め
は
、
家
庭
の
温
か
い
愛
情

が
大
切
で
す
。
し
か
し
、
さ
ま
ざ
ま

な
事
情
か
ら
家
庭
で
暮
ら
す
こ
と
が

で
き
な
い
子
ど
も
た
ち
が
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
子
ど
も
た
ち
を
自
分
の

家
庭
に
迎
え
入
れ
、
愛
情
と
誠
意
を

も
っ
て
養
育
し
て
く
れ
る
人
を
「
里

親
」
と
い
い
ま
す
。「
里
親
」
に
特
別

の
資
格
は
い
り
ま
せ
ん
が
、
要
件
が

種
別
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
。「
里

親
」
の
も
と
で
子
ど
も
は
年
齢
に
応

じ
て
保
育
所
や
幼
稚
園
に
通
い
、
義

務
教
育
を
受
け
、
そ
の
後
就
職
し
た

り
進
学
し
た
り
し
ま
す
。
こ
の
よ
う

に「
里
親
」は
子
ど
も
の
自
立
を
見
守

り
社
会
に
巣
立
た
せ
る
役
割
を
担
い

ま
す
。

　

こ
の
制
度
に
つ
い
て
の
詳
し
い
お

問
い
合
わ
せ
は
、
石
川
県
七
尾
児
童

相
談
所
ま
で
。

☎
０
７
６
７‒

53‒

０
８
１
１

手
話
通
訳
者
の
設
置
日
の
お
知
ら
せ

◆
皆
さ
ん
の
相
談
、
行
政
手
続
き
な

ど
に
対
応
し
ま
す
の
で
、
ど
う
ぞ
気

軽
に
利
用
し
て
く
だ
さ
い
。

設
置
日
時
は
次
の
と
お
り
で
す
。

◆
役
場
健
康
福
祉
課
窓
口

※
第
１
・
第
２(

木
曜
日)

　

午
前
10
時
〜
12
時（
３
／
５
・
12)

※
第
３
・
第
４(

木
曜
日)

　

午
後
２
時
〜
４
時（
３
／
19
・
26
）

◆
富
来
支
所
総
合
窓
口

※
第
１
・
第
３(

水
曜
日)

　

午
後
２
時
〜
４
時（
３
／
４
・
18
）

◆
と　

き　

毎
週
木
曜
日

　
　
　
　
　
（
祝
・
祭
日
は
除
く
）

　
　
　
　
　

午
後
１
時
30
分
〜
４
時

◆
と
こ
ろ　

七
尾
駅
前
パ
ト
リ
ア

　
　
　

５
階｢

フ
ォ
ー
ラ
ム
七
尾｣

◆
相
談
料　

30
分
以
内
５
千
円

※
た
だ
し
、
次
の
い
ず
れ
か
の
場
合

　

は
相
談
無
料
で
す
。

　

①
ク
レ
サ
ラ
相
談

　

②
負
担
が
困
難
な
人
で
法
律
扶
助

　
　

資
力
基
準
に
該
当
す
る
人
。

※
相
談
希
望
者
は
相
談
日
前
日
午
後

５
時
ま
で
に
金
沢
弁
護
士
会
（
☎

０
７
６‒

２
２
１‒

０
２
４
２
）
へ
電
話

予
約
し
て
く
だ
さ
い（
先
着
５
人
）。

国民健康保険税の納期
限は３月31日(火）ま
でです。

　

能
登
空
港
で
太
鼓
の
競
演
。
迫
力

の
演
奏
を
ぜ
ひ
見
に
来
て
く
だ
さ
い
。

◇
と　

き　

毎
回
午
後
１
時
30
分
か
ら

◇
と
こ
ろ　
能
登
空
港
２
Ｆ
出
発
ロ
ビ
ー

▼
３
月
１
日（
日
）

・
縄
文
女
組
太
鼓（
能
登
町
）

・
湍
津
姫
太
鼓（
羽
咋
市
）

・
飯
川
天
狗
太
鼓（
七
尾
市
）

▼
３
月
８
日（
日
）

・
鹿
島
天
平
太
鼓
保
存
会（
中
能
登
町
）

・
剣
地
八
幡
太
鼓
保
存
会（
輪
島
市
）

・
南
志
見
小
学
校
き
り
こ
太
鼓
ク
ラ
ブ（
輪
島
市
）

▼
３
月
15
日（
日
）

・
和
倉
い
で
ゆ
太
鼓
保
存
会（
七
尾
市
）

▼
３
月
22
日（
日
）

・
町
野
子
供
祭
り
囃
子
太
鼓
教
室（
輪
島
市
）

・
ス
ズ
キ
メ
ソ
ー
ド（
輪
島
市
）

・
直
小
学
校
子
供
笛
太
鼓
ク
ラ
ブ（
珠
洲
市
）

お
問
い
合
わ
せ
先

　
　

☎ 

０
７
６
８-

26-

２
３
０
３

能
登
空
港
太
鼓
の
イ
ベ
ン
ト
開
催

　

母
子
家
庭
の
方
々
の
相
談
に
応
じ

て
い
ま
す
。
く
ら
し
の
こ
と
、
子
ど

母
子
自
立
支
援
相
談

内　

容　

料
理
を
と
お
し
て
、
ご
み

　

を
出
さ
な
い
工
夫
や
出
た
ご
み
の

　

分
別
の
仕
方
を
学
ぶ
。

▼
と　

き　

３
月
22
日
（
日
）

　
　
　
　
　

午
前
９
時
30
分
か
ら

▼
定　

員　

16
人

▼
参
加
費　

５
０
０
円

▼
持
ち
物　

エ
プ
ロ
ン
、

三
角
巾
、

箸

エ
コ
ク
ッ
キ
ン
グ
教
室



▽
提
出
書
類（
申
請
書
類
は
町
立
富

　

来
病
院
で
交
付
し
ま
す
。）

・
看
護
師
等
修
学
資
金
貸
与
申
請
書

・
在
学
す
る
施
設
長（
学
校
長
）の
推
薦
書

・
在
学
す
る
養
成
施
設
（
修
学
年
数

が
１
年
未
満
の
場
合
は
卒
業
し
た

高
校
）の
成
績
証
明
書

・
本
人
、
保
護
者
の
世
帯
全
員
の
住

民
票（
本
籍
等
省
略
し
な
い
も
の
）

・
誓
約
書

▽
修
学
資
金
を
返
還
す
る
こ
と
が
免

　

除
と
な
る
場
合

　

卒
業
後
直
ち
に
町
立
富
来
病
院
に

就
業
し
、
引
き
続
き
５
年
間
看
護
師

業
務
に
従
事
し
た
と
き
。

▽
申
請
期
間　

平
成
21
年
４
月
10
日

（
金
）
〜
５
月
11
日（
月
）

▽
選
考
結
果　

５
月
中
に
選
考
結
果

を
通
知
し
ま
す
が
、
予
算
に
限
り

が
あ
り
ま
す
の
で
、
応
募
資
格
を

満
た
し
て
い
て
も
対
象
か
ら
外
れ

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
ご
了
承

願
い
ま
す
。

《
提
出
・
お
問
い
合
わ
せ
先
》

町
立
富
来
病
院　

修
学
資
金
係

　

☎
42‒

１
１
２
２
㈹

だ
さ
い
。
応
募
用
紙
は
、
送
付
い
た

し
ま
す
の
で
応
募
先
に
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

　

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
の
応
募
フ
ォ
ー
ム

か
ら
も
応
募
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

◇
応
募
締
切　

平
成
21
年
３
月
31
日

　
（
火
）必
着
で
す

◇
選
考
結
果　

４
月
上
旬
に
通
知

◇
応 

募 

先　
〒
９
２
０‒

８
５
８
０

石
川
県
金
沢
市
鞍
月
１
丁
目
１
番
地

石
川
県
農
林
水
産
部
農
業
安
全
課

消
費
者
対
策
グ
ル
ー
プ

☎　
０
７
６‒

225‒

１
６
２
６

Ｆ
Ａ
Ｘ
０
７
６‒

225‒

１
６
２
８

平
成
21
年
度　

石
川
県
食
品

表
示
モ
ニ
タ
ー
募
集

◇
内　

容　

ス
ー
パ
ー
な
ど
で
買
い

物
を
し
な
が
ら
、
食
品
表
示
状
況

を
モ
ニ
タ
ー
し
、
定
期
的
に
報
告

し
て
い
た
だ
く
人
を
募
集
し
ま
す
。

◇
募
集
人
数　

１
０
０
名

◇
モ
ニ
タ
ー
期
間　

平
成
21
年
５
月

　

１
日
〜
平
成
22
年
３
月
31
日

◇
応
募
資
格　

県
内
に
在
住
の
満
18

歳（
平
成
21
年
４
月
1
日
現
在
）以

上
の
人
で
4
月（
平
日
）に
実
施
す

る
研
修
会
に
参
加
可
能
な
人

◇
応
募
方
法　

応
募
用
紙
に
必
要
事

項
を
記
入
の
上
、
郵
送
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
、

ま
た
はe

－m
ail

に
て
応
募
し
て
く

誰
で
も
会
員
に
な
れ
ま
す
。

　

現
在
、
女
性
会
員
が
不
足
し
て
お

り
、
特
に
自
動
車
を
運
転
で
き
る
女

性
の
人
は
大
歓
迎
で
す
。

　

入
会
は
随
時
受
け
付
け
て
い
ま

す
。
入
会
を
希
望
す
る
人
は
、
志
賀

事
務
所
ま
た
は
、
富
来
事
務
所
ま
で

お
越
し
く
だ
さ
い
。

◆
事
務
所
業
務
時
間

　

月
曜
日
〜
金
曜
日

　

午
前
８
時
30
分
か
ら
午
後
５
時
30
分

◆
お
申
し
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
先

社
団
法
人 

志
賀
町
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー

志
賀
事
務
所（
給
食
セ
ン
タ
ー
隣
）

☎
32‒

９
９
１
１ 

Ｆ
Ａ
Ｘ
32‒

９
９
１
２

富
来
事
務
所（
地
域
福
祉
セ
ン
タ
ー
内
）

☎
42‒

２
１
７
０ 

Ｆ
Ａ
Ｘ
42‒

２
７
０
７

福
祉
の
向
上
に
心
温
ま
る
ご
芳
志

を
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た

（
志
賀
町
社
会
福
祉
協
議
会
）

◇
梨
谷
小
山
の
櫻
井
石
丸
様
か
ら
、

亡
父
廣
一
様
の
供
養
と
し
て
社
会

福
祉
向
上
に
と
10
万
円

◇
矢
駄
の
泉
信
夫
様
か
ら
、
旭
日
単

光
章
受
章
記
念
と
し
て
社
会
福
祉

向
上
に
10
万
円

▼
講　

師　

室
谷
加
代
子
氏

▼
申
し
込
み
先　

ク
リ
ン
ク
ル
は
く
い

☎
27‒
１
１
５
３　
Ｆ
Ａ
Ｘ
：
27‒

１
１
５
４

▼
と　

き　

３
月
24
日
（
火
）

　
　
　

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
１
時

▼
と
こ
ろ　

道
の
駅
「
旬
菜
館
」
前

※
皆
さ
ん
の
お
越
し
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

て
ん
と
市

▽
応
募
資
格　

保
健
師
、
助
産
師
、

看
護
師
の
養
成
施
設
に
在
学
し
、
卒

業
後
直
ち
に
町
立
富
来
病
院
で
看
護

師
業
務
に
従
事
し
よ
う
と
す
る
人
が

対
象
で
す
。

▽
貸
与
金
額　

月
額
５
０
，
０
０
０
円

平
成
21
年
度
町
立
富
来
病
院

看
護
師
等
修
学
資
金
の
修
学

生
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
修
学
資
金
は
町
立
富
来
病

院
に
勤
務
す
る
看
護
師
の
確
保
を

目
的
と
し
て
創
設
さ
れ
ま
し
た
。

　

基
本
的
に
返
済
は
免
除
さ
れ
ま

す
が
、
卒
業
後
、
直
ち
に
町
立
富

来
病
院
に
就
業
す
る
こ
と
な
ど
が

要
件
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

い
く
つ
か
の
要
件
に
該
当
し
な

い
場
合
は
返
済
し
て
い
た
だ
く
こ

と
に
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
十
分

に
検
討
し
て
か
ら
申
し
込
ん
で
く

だ
さ
い
。

シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
で

働
い
て
み
ま
せ
ん
か
‼

　

町
内
に
住
む
お
お
む
ね
60
歳
以
上

の
、
常
用
就
職
す
る
こ
と
は
望
ま
な

い
が
、「
自
ら
の
能
力
や
経
験
を
生

か
し
て
働
く
機
会
を
得
た
い
」
と
い

う
健
康
で
働
く
意
欲
の
あ
る
人
な
ら

志賀町次世代育成助成金の申請はお済みですか？
（20年度後期分）

　児童が２人以上いる家庭の３歳未満児の保育料を一部助成しま
す。保育料の一部を助成し、出産や育児のしやすい環境づくりの
推進や次代を担う児童の健全な育成を目的としています。

①対象となる保護者　２人以上の児童を養育し、その家庭の２人
　目からの児童が３歳未満児として保育所に入所している保護者。
　（保護者も児童も志賀町に住所があることが必要です。）

②助成される金額　対象児童の月額保育料の範囲内で月額3,000
　円を上限とします。（保育料が無料の場合や、石川県多子世帯子育て支援事
　　業の助成を受けている場合は、この助成金は受けられません。）

③申請書の提出　申請書は保育園に入所している場合は、園から
　申請書を渡します。途中退所した人は子育て支援課に連絡して
　ください。
　◇提　出　先　保育園、役場子育て支援課または富来支所
　◇提出期限　平成21年３月５日（木）（期限後は受付できません）
④助成金の支払い　申請書を確認の上、４月末頃に申請の口座へ
　振り込みます。※児童とは０歳から18歳になった後の最初の３月31日まで
　の間のお子さんをいいます。

お問い合わせ先　子育て支援課　☎32-9122
　　　　　　　　　　町内IP電話　　8 -32-9122



廃車・名義変更手続きを忘れていませんか

石川県では不妊治療費の助成を行っています。
申請期限は３月 31日です。

　所有している原付バイク（125㏄以下）・小型特殊自動車（トラクター、トレーラー付耕運機、コンバインなど）
が破損・盗難などで使用不能となっている場合、または売却・譲渡により実際の所有者が異なっている場合は役場
税務課窓口で廃車・名義変更手続きを行ってください。
　なお、平成21年3月31日までに届出がない場合は、平成21年度軽自動車税の課税対象となりますので注意し
てください。盗難・紛失などでナンバーが無い場合でも廃車手続きは可能です。

※上記のほか、助成には所得などの条件があります。また、「志賀町不妊治療費助成制度」もありますので、
　詳しくは町子育て支援課にお問い合わせください。

※なお、平成21年度分から申請期限が県と同様の年度内申請（１年間経過措置あり）になりますので、
　県申請に合わせて申請してください。

不妊治療費の助成制度には「一般不妊治療」と「特定不妊治療」の２種類があります。
治療した日（特定不妊治療については、治療が終了した日）の属する年度内に申請してください。
（申請の対象期間は平成20年４月１日から平成21年３月31日までです）

車両種別 届出（問い合わせ）場所 届出に必要なもの

・原付バイク
　（125cc 以下）
・小型特殊自動車
　　トラクター
　　トレーラー付耕運機
　　コンバイン等

【役場 税務課窓口】

　電　話：32-1111
　町内 IP 電話：８-32-1111
　（軽自動車税係）

○廃車の場合
　・印鑑（所有者および使用者）
　・車両ナンバー
○名義変更の場合
　・印鑑（新、旧の所有者及び使用者）

・二輪バイク
　（125cc 超える）

【北陸信越運輸局　石川運輸支局】

　所在地：金沢市入江 3-153
　電　話：076-291-0531

左記へ問い合わせの上、確認してくだ
さい

・軽自動車四輪
　　乗用
　　貨物用

【軽自動車検査協会 石川事務所】

　所在地：金沢市新保本 4-65-8
　電　話：076-269-4747

左記へ問い合わせの上、確認してくだ
さい

 区 分  治療の種類  実施医療機関  助成期間  助成金額 お問い合わせおよび申請先

 
一 
般

タイミング療法
薬物治療
手術療法
人工授精    　　
　　　など

産婦人科や泌尿
器科を 有する
医療 機関

２年間 
　ただし、やむ
を得ない 事情
により治療を 
中断した期間を
除く

５万円／年を
限度

　ただし、自己
負担額 の２分
の１以内

役場子育て支援課
　　　☎ 32-9122
町内IP電話 ８-32-1111 
　　　　または 
石川県羽咋地域センター
　　　☎ 22-1170

 
特 
定

体外受精
顕微授精

産婦人科のうち、
県が指定する医
療機関

 ５年間
　ただし、連続
でも隔年でも可

１回の治療に
つき10万円ま
で１年度当た
り２回を限度

石川県羽咋地域センター
　　　☎ 22-1170



〰・〰・〰・〰　新規会員を募集します！〰・〰・〰・〰

　しか農業振興協議会　

　個々の農家では対応できないいろいろな課題に取り組
み、地域農業を支える。また農村を守り、農業振興に寄与
することを目的とした組織です。
　　・志賀町の中核農家登録制度登録農家
　　・集落営農の構成員
　　・個人会員の家族および法人会員の社員
　　・担い手として意欲を持つ人で、会の趣旨に賛同する人。
　いずれかに該当される人ならば誰でも加入できます。
　（年会費2,000円）
　ただし、１家族２人以上の場合は年会費が3,000円に
なります。
　新規会員（現在の個人会員の家族を除く）は初年度のみ登
録料として別途3,000円が必要です。

《活動内容》
　　・町内外視察研修（各１回）
　　・県行事参加（知事と農政現地懇談会、羽咋郡市合同視
　　察研修、営農大学など）

　志賀町みどり会　

　町農業の振興と農業経営の改善を図ることを目的とした
組織。
　会の趣旨に賛同し、自ら農業を営む人または農業に従事
する人なら誰でも加入できます。（年会費1,000円）

《活動内容》
　　・会報「みどり」隔月発行
　　・町内外視察研修（各１回）

　しか農業振興協議会、志賀町みどり会には年２回、
合同の研修会があります。この機会に、農業の専門家
（農林事務所、JAなど）と気軽に意見交換し、情報を
得ることができます。
　研修には町内の会員が多数参加しますので、会員同
士の交流も盛んになります。

お申込みは、農林水産課またはお近くの農協で受付します。

【お問い合わせ先】　財団法人スポーツ安全協会石川支部　☎ 076-225-1851
　　　　　　　　　または、生涯学習課スポーツ振興室　☎ 32-1111(内線353)　町内IP電話８-32-1111 まで

　平成２１年度のスポーツ安全保険の加入受付が３月から始まります。この保険は、アマチュアのスポーツ・
文化・ボランティア活動などを行う５人以上の団体を対象として、活動中の傷害事故や賠償責任を負う事故の補
償を行います。また、突然死に対しても見舞金を支払います。
　保険加入により、団体員が安心してスポーツ活動などを行う事を目的とした補償制度です。

加入対象者 補償される活動など 年間掛金
（１人あたり）

傷 害 保 険 金 額 賠償責任保険
（支払限度額）

共　済
見舞金死亡 後遺障害 入院（日額）通院（日額）

子ども

団体活動全般 600円 2,000万円 3,000万円 4,000円 1,500円
大人の団体と
同補償

突然死
180万円

団体活動全般

1,150円

2,100万円 3,150万円 5,000円 2,000円

上記以外の活動
（個人活動・個人練習など）

100万円 150万円 1,000円 500円
身体、財物賠
償合算
1事故500万円

対象外

高校生
以   上

文化・ボランティア・
地域活動
団体員の送迎、応援、
準備、片付け

600円 2,000万円 3,000万円 4,000円 1,500円

身体・財物
賠償合算
１事故５億円

ただし、
身体賠償は
１人１億円

突然死
180万円

スポーツ活動、活動の
指導 1,600円 2,000万円 3,000万円 4,000円 1,500円

子どものスポーツ活動
の指導のみ 1,100円 1,000万円 1,500万円 2,500円 1,000円

65歳以上 スポーツ活動 800円 600万円 900万円 1,800円 1,000円

全年齢
危険度の高いスポーツ
活動（冬山登山、アメリ
カンフットボールなど）

9,000円 500万円 750万円 1,800円 1,000円

【保険掛金・補償額】

大
人
の
団
体

　平成21年度　スポーツ安全保険加入のご案内● ●



志賀町奨学金資金貸付の案内

　　　【申し込み・お問い合わせ先】
　　　　　志賀町教育委員会学校教育課　奨学金係　☎ 32-9360
　　　　　　　　　　　　　　　　　　町内IP電話　８-32-9360

高齢者の介護、健康、暮らしにかかわる心配ごとで悩んでいませんか？
　

　　【連絡先・相談先】　　
　　　志賀町地域包括支援センター　健康福祉課内　☎ 32-9132　町内 IP 電話 ８-32-9132　　
　　　地域包括サブセンター　有縁の荘　☎ 37-1177　　地域包括サブセンター　はまなす園富来　☎ 42-2900

　町では、経済的理由で高等学校、大学などの修学が困難な人に、奨学
金の貸付を行っています。

対象者
次の要件をすべて満たしている人
　①　平成21年４月に高等学校、大学など（専修学校は修業年限が２年以上の専
　　　門課程）に入学する人または在学中の人。
　②　申請者および保護者が１年以上町内に在住している人。
　③　保護者（またはそれに代わる人）の平成20年中の総所得金額が500万円以
　　　下の人。大学生が２人以上いる場合は700万円以下の人。
　④　在学する（卒業した）学校の長または学部長の推薦を受けた人。

６月下旬に選考委員会を経て決定し、４月分からの貸付開始となります。

貸付月額（無利子）
　高校・高専　12,000円
　大学・専修学校　国公立　36,000円、私立　48,000円

提出書類（申請書は３階教育委員会または富来支所総合窓口にあります）
　①　奨学資金貸付申請書
　②　申請者、保護者の世帯全員の住民票（本籍など省略していないもの）
　③　学校の長または学部長の推薦調書および成績証明書
　④　作文　タイトル「今、学びたいことと自分の将来について」
　⑤　申請者本人の３カ月以内の上半身写真（タテ３㎝×ヨコ2.5㎝）
　⑥　保護者（またはそれに代わる人）の平成20年度納税証明書
　⑦　保護者（またはそれに代わる人）の平成21年度町県民税（所得・課税）証明書

書類提出期限　６月18日（木）必着

　地域包括支援センターは、高齢者の皆さんが、住み慣れた地域で安心した生活ができることを目的として健
康福祉課に設置されています。悩み・疑問・相談ごとがありましたら気軽に相談してください。

　・介護や健康のこと　　介護保険や介護予防の相談　身体の機能や認知症などの相談　　
　・総合的なこと　　　　福祉や保健、医療に関する相談　
　・虐待防止や権利擁護のこと　　虐待に関する相談や連絡通報　消費者被害や財産管理などの相談

高齢者虐待を発見したら、町に連絡してください。　

こんなことが虐待になります　　　
　・身体的虐待　　たたく、つねる、殴る、ける、ベッドに縛り付ける、意図的に薬を過剰に与えるなど
　・心理的虐待　　怒鳴る、ののしる、無視する、排泄などの失敗を人前で話したりして恥をかかせるなど
　・経済的虐待　　日常生活に必要な金銭を渡さない、年金や預貯金を本人の意思・利益に反して使用するなど
　・性　的　虐　待　　キスを強要する、懲罰的に下半身を裸にして放置するなど
　・介護世話の放棄・放任　食事や水分を十分に与えない、入浴させない、劣悪な住環境の中で生活させるなど　

子育て応援特別手当が
支給される予定です

　多子世帯の幼児教育期の子育ての
負担に配慮する観点から、下記の対
象となる世帯に子育て応援特別手当
を支給予定です。

対象となる人

　世帯で第２子以降となるお子さん
の生年月日が平成14年４月２日か
ら平成17年４月１日までに該当す
る子ども

申請方法・支給額

　世帯主からの申請により対象とな
る子ども１人あたり３万６千円が支
給される予定です。

※申請方法や受付期間については国
の補正予算が成立し次第お知らせ
します。

お問い合せ先

　役場子育て支援課　☎ 32-9122
　町内 IP 電話　　　　8-32-9122


